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   道路交通法違反関係職員懲戒処分等基準内規 

 

（趣旨） 

第１ 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）の規定に違反する行為（以下「違反行

為」という。）をした職員に対する懲戒処分等の基準については、この内規の定める

ところによる。 

（懲戒処分等の種類） 

第２ 懲戒処分等の種類は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２９条第１項

の規定により懲戒処分として行う戒告、減給、停職及び免職並びに次項に定めるとこ

ろによって行う訓告とする。 

２ 訓告は、職員が再び違反行為をすることのないようその将来を戒めるために行う戒告

以外の訓戒で、訓告書（別記様式）を交付して行うものとする。 

（懲戒処分等の基準） 

第３ 懲戒処分等（酒気帯び運転、共同危険行為等禁止違反及び特定違反行為に係るもの

を除く。）の基準は、職員の違反行為に係る違反点数に応じ次の表の定めるところに

よる。ただし、違反行為が、人命救助、災害時等の緊急避難的行為によるものである

ときは、この限りでない。 

懲戒処分等 違 反 点 数 

訓 告 

戒 告 

減 給 

停 職 

免 職 

５点 

６点以上１２点未満 

１２点以上１９点未満 

１９点以上２６点未満 

２６点以上 

２ 減給及び停職の効果は、違反点数に応じて決定する。 

（違反点数） 

第４ 違反点数は、職員の違反行為に応ずる基礎点数、加重点数及び軽減点数の合計点数

とする。 

（基礎点数） 

第５ 基礎点数は、職員の違反行為に応じ道路交通法施行令（昭和３５年政令第２７０

号）別表第２の基礎点数及び付加点数の合計点数とする。 

（加重点数） 

第６ 加重点数は、職員の違反行為その他の事情に応じ次の表に掲げる点数以内でその都

度定める点数とする。 

加重する事情 点 数 

(1) 公用車の運行管理に関する規定又は命令に違反したとき。 ５ 点 

(2) 違反行為の内容が特に悪質であるとき。 

(3) 過去２年以内に訓告以上の懲戒処分等を受けた者であるとき。 

(4) 自動車運転者である職員が公用車に係る違反行為をしたとき。 

(5) 違反行為により市に与えた損害が著しく大きいとき。 

３ 点 

(6) 係長又はこれに相当する職以上の職にある職員であるとき。 

(7) その他加重することが適当と認められる事情があるとき。 
２ 点 

宮古市 
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（軽減点数） 

第７ 軽減点数は、職員の違反行為その他の事情に応じ次の表に掲げる点数以内でその都

度定める点数とする。 

軽減する事情 点 数 

(1) 被害者に重過失があるとき。 ５ 点 

(2) 被害者に過失があるとき。 

(3) 違反行為に係る公用車の運行に公務上緊急重要性が特に認めら

れるとき。 

３ 点 

(4) 日常の勤務成績が特に優秀なとき。 

(5) その他軽減することが適当と認められる事情があるとき。 
２ 点 

（酒気帯び運転等の懲戒処分） 

第８ 次の違反行為について、道路交通法施行令別表第２の基礎点数を付された職員は、

免職とする。 

(1) 酒気帯び運転 

(2) 共同危険行為等禁止行為 

(3) 特定違反行為 

２ 飲酒運転となることを知りながら他の者に酒類を提供し、飲酒を勧め、又は車両を提

供した職員及び飲酒運転であることを知りながら、これに同乗した職員は、免職とす

る。 

（運行管理者等の懲戒処分等） 

第９ 職員の違反行為について、次の職員に責任があると認められる場合は、その責任の

程度、運転者である職員に対する懲戒処分等その他の事情を考慮して懲戒処分等を行

う。 

(1) 運行管理者 

(2) 安全運転管理者 

(3) 整備管理者 

(4) 公用車取扱責任者 

(5) 同乗者（第８第２項後段に該当する者を除く。） 

(6) 関係上司 

(7) 前各号のほか、違反行為について責任があると認められる職員 

（補則） 

第１０ この内規により難い事案の取扱いについては、その都度、宮古市職員分限懲戒審

査委員会における審査に基づき、別に定める。 

附  則 

  この内規は、平成１７年６月６日から施行する。 

附  則 

  この内規は、平成１８年８月１日から施行する。 

   附 則 

 この内規は、平成２０年１月１５日から施行する。 

   附 則 
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 この内規は、平成２１年６月１日から施行する。 

   附 則 

 この内規は、令和５年７月１日から施行する。 
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別記様式 

 

１ 違反行為をした職員に対するもの 

 

 

年  月  日 

 

 

 氏     名 

 

任命権者 

 

 

訓 告 書 

 あなたは、  年 月 日（違反行為の場所及び内容）をした。 

 この様な行為が、公務員の本分に照らしはなはだ遺憾なものであることは改めていうま

でもない。 

 あなたは、このことを強く反省し、重ねてこのような行為を繰り返すことのないよう厳

に注意されたい。 

 以上、訓告する。 
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別記様式 

 

２ 違反行為をした職員以外の職員に対するもの 

 

 

年  月  日 

 

 

 氏     名 

 

任命権者 

 

 

訓 告 書 

 （違反行為をした職員の氏名）が、  年 月 日（違反行為の場所）において（違反

行為の内容）をしたことは、誠に遺憾である。 

 事件の状況にかんがみ、この責任は、当該職員のみならず（関係地位）であるあなたに

もあるものといわざるを得ない。 

 あなたは、このことを強く反省し、今後その職務の遂行に当たっては、重ねてこのよう

な事態を起こすことのないよう厳に注意されたい。 

 以上、訓告する。 
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懲戒処分の基準（酒酔い運転等以外） 

１ 基礎点数 

 道路交通法施行令 

 別表の基礎点数及び

付加点数の計 

 （内規第５） 

 

 

 

 

 

 

 点数 計（点） 

２ 加重点数 

 （内規第６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

３ 軽減点数 

 （内規第７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

４ 違反点数 

 （内規第４） 

 （１＋２＋３） 
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参考 

道路交通法違反行為に対する違反点数 

１ 違反行為に付する基礎点数 

違反行為の種類 点数 

酒気帯び運転（0.25以上）、過労運転等又は共同危険行為等禁止違反 ２５点 

酒気帯び（0.25未満）無免許運転 ２５点 

無免許運転又は酒気帯び（0.25未満）速度超過（50以上）等 １９点 

酒気帯び（0.25未満）速度超過（30（高速 40）以上 50未満）等 １６点 

酒気帯び（0.25未満）速度超過（25以上 30（高速 40）未満）等 １５点 

酒気帯び（0.25未満）速度超過（25未満）等 １４点 

酒気帯び運転（0.25未満） １３点 

大型自動車等無資格運転、仮免許運転違反又は速度超過（50以上） １２点 

速度超過（30（高速 40）以上 50 未満）、積載物重量制限超過（大型等 10

割以上）、無車検運行又は無保険運行 
６点 

速度超過（25以上 30（高速 40）未満）、放置駐車違反、積載物重量制限超

過（大型等 5割以上 10割未満）、保管場所法違反（道路使用） 
３点 

速度超過（20以上 25未満）、通行禁止違反、追越し違反、安全運転義務違

反、保管場所法違反（長時間駐車）など 
２点 

速度超過（20 未満）、指定通行区分違反、駐停車違反、無灯火違反、定員

外乗車、幼児用補助装置使用義務違反など 
１点 

２ 特定違反行為に付する基礎点数 

特定違反行為の種別 点数 

運転殺人等又は危険運転致死 ６２点 

運転傷害（治療期間３月以上又は後遺障害）又は危険運転致傷（治療期間

３月以上又は後遺障害） 
５５点 

運転傷害（治療期間３０日以上）又は危険運転致傷（治療期間３０日以

上） 
５１点 

運転傷害（治療期間１５日以上）又は危険運転致傷（治療期間１５日以上

又は後遺障害） 
４８点 

運転傷害（治療期間１５日未満又は建造物損壊）又は危険運転致傷（治療

期間１５日未満） 
４５点 

酒酔い運転、麻薬等運転又は救護義務違反 ３５点 

３ 違反行為に付する付加点数（交通事故の場合） 

交通事故の種別 違反者の不注意 左の場合以外 

死亡事故 ２０点 １３点 

治療期間が３月以上又は後遺障害があるもの １３点 ９点 

治療期間が３０日以上３月未満 ９点 ６点 

治療期間が１５日以上３０日未満 ６点 ４点 

治療期間が１５日未満 ３点 ２点 
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道路交通法違反関係職員に対する減給及び停職期間等 

 

道路交通法違反関係職員懲戒処分等基準内規（平成１７年６月制定。以下「内規」と

いう。）第３第２項の減給及び停職の期間等は、次のとおりとする。 

(1) 内規第３第２項の減給 

違 反 点 数 減給期間及び減額 

１２点 １ 月 １０分の１ 

１３点 ２ 月 １０分の１ 

１４点又は１５点 ３ 月 １０分の１ 

１６点 ４ 月 １０分の１ 

１７点 ５ 月 １０分の１ 

１８点 ６ 月 １０分の１ 

注 違反点数とは、内規第４の違反点数をいう（次号において同じ。）。 

(2) 内規第３第２項の停職 

違 反 点 数 停職期間 

１９点 １ 月 

２０点 ２ 月 

２１点又は２２点 ３ 月 

２３点 ４ 月 

２４点 ５ 月 

２５点 ６ 月 

 注 基礎点数とは、道路交通法施行令別表第２の１の表の基礎点数をいう。 
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酒気帯び以外 

例１ 

主査が、スピード違反２８ｋｍ、前方不注意により人身事故（治療期間２月） 

１ 基礎点数 １４点 

     ５点（道交法基礎点数 速度超過２５以上３０未満で３点、安全運転義務違反で２点） 

     ９点（道交法付加点数 治療期間が３０日以上３月（不注意）） 

２ 加重点数  ２点（主査職） 

３ 軽減点数  ０点 

計 １４点＋２点＝１６点   処分 減給 ４月 １０分の１（内規第３から第７までを適用） 

例２ 

主事が、不注意により死亡事故 

１ 基礎点数 ２２点 

    ２点（道交法基礎点数 安全運転義務違反） 

   ２０点（道交法付加点数 死亡（不注意以外）） 

２ 加重点数  ０点 

３ 軽減点数  ０点 

計 ２２点   処分 停職 ３月（内規第３から第７までを適用） 

 

 

酒気帯び関係 

例３ 

酒気帯び（０．２５未満）スピード違反２０ｋｍで、治療期間３月 

１ 基礎点数 １４点（道交法基礎点数 酒気帯び（０．２５未満）速度超過２５未満） 

処分 免職（内規第８第１項適用） 

例４ 

酒気帯び（０．２５未満）で、治療期間４５日 

１ 基礎点数 １３点（道交法基礎点数 酒気帯び（０．２５未満）） 

処分 免職（内規第８第１項適用） 

例５ 

酒気帯び（０．２５未満）スピード違反２８ｋｍ 

１ 基礎点数 １５点（道交法基礎点数 酒気帯び（０．２５未満）速度超過２５以上３０未満） 

処分 免職（内規第８第１項適用） 

例６ 

酒気帯び（０．２５未満）スピード違反２８ｋｍ（同乗者） 

１ 基礎点数 １５点（道交法基礎点数 酒気帯び（０．２５未満）速度超過２５以上３０未満） 

処分 免職（内規第８第２項適用） 

 


